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(57)【要約】
【課題】読影レポートを利用する診察医に対して所見に
関係する画像を適宜見やすく表示させることで、診察医
の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現し診察効率
の向上を図ることができる読影レポート表示装置及び読
影レポート作成装置を提供する。
【解決手段】診察対象である患者に関する読影レポート
の所見を、所見が記録されているレポートデータベース
１３から抽出する表示所見抽出部１４と、抽出された所
見に対応する参照画像を抽出する表示画像抽出部１７と
、抽出された所見及び抽出された参照画像を表示するレ
ポート表示部１ｇと、複数の所見の中から１つの所見を
操作者が選択するための所見選択部１９と、選択された
所見に関する情報に基づいて、選択された所見に対応す
る複数の関連画像を求める関係画像算出部１５と、を備
え、レポート表示部１ｇは、関係画像算出部１５が求め
た関連画像を順次切り替えて表示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　診察対象である患者に関する読影レポートの所見を、前記所見が記録されているレポー
トデータベースから抽出する表示所見抽出部と、
　前記表示所見抽出部で抽出された前記所見に対応する参照画像を抽出する表示画像抽出
部と、
　前記表示所見抽出部で抽出された所見及び前記参照画像抽出部で抽出された参照画像を
表示するレポート表示部と、
　複数の前記所見の中から１つの所見を操作者が選択するための所見選択部と、
　前記所見選択部で選択された所見に関する情報に基づいて、前記選択された所見に対応
する複数の関連画像を求める関係画像算出部と、を備え、
　前記レポート表示部は、前記関係画像算出部が求めた前記関連画像を順次切り替えて表
示することを特徴とする読影レポート表示装置。
【請求項２】
　前記表示画像抽出部によって抽出される前記参照画像、或いは、順次切り替えて表示可
能とされた前記関係画像のうち、現在表示されている画像に対応して示される所見に関す
る情報を前記所見選択部から入手し、前記対応して示される所見を他の所見よりも強調し
て表示させる所見強調判定部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の読影レポ
ート表示装置。
【請求項３】
　前記関係画像算出部は、前記関連画像を算出する際、前記参照画像の位置情報または方
向情報の少なくとも一方を基に算出することを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の読影レポート表示装置。
【請求項４】
　前記関係画像算出部は、前記関連画像を算出する際、前記参照画像を含む画像を複数算
出することを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の読影レポート表示装
置。
【請求項５】
　前記関係画像算出部は、前記参照画像が複数抽出されている場合に、前記参照画像を区
別する画像番号を基に、最も小さい前記画像番号が付与される参照画像から最も大きな前
記画像番号が付与される参照画像までを関連画像として算出することを特徴とする請求項
１ないし請求項４のいずれかに記載の読影レポート表示装置。
【請求項６】
　前記関係画像算出部は、前記参照画像が複数抽出されている場合に、それぞれの前記参
照画像を含む画像を複数算出し、当該算出された画像群を連結して関連画像として算出す
ることを特徴とするとする請求項４に記載の読影レポート表示装置。
【請求項７】
　前記関係画像算出部は、前記参照画像が複数の画像シリーズにわたって複数抽出されて
いる場合に、前記各画像シリーズにごとの関連画像を連結してまとめて関連画像として算
出することを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の読影レポート表示装
置。
【請求項８】
　前記関係画像算出部は、前記参照画像が複数の画像シリーズにわたって複数抽出されて
いる場合に、前記各画像シリーズにおいてそれぞれの前記参照画像を含む連続した画像で
あって、前記画像を区別する画像番号を基に、最も小さい前記画像番号が付与される画像
から最も大きな前記画像番号が付与される画像までを関連画像として把握し、これら把握
された複数の前記関連画像を時間の経過に合わせて連結しまとめて関連画像として算出す
ることを特徴とする請求項７に記載の読影レポート表示装置。
【請求項９】
　診察対象である患者に関する読影レポートの所見を、前記所見が記録されているレポー
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トデータベースから抽出する表示所見抽出部と、
　前記表示所見抽出部で抽出された前記所見に対応する参照画像を抽出する表示画像抽出
部と、
　前記表示所見抽出部で抽出された所見及び前記参照画像抽出部で抽出された参照画像を
表示するレポート表示部と、
　複数の前記所見の中から１つの所見を操作者が選択するための所見選択部と、
　前記所見選択部で選択された所見に関する情報に基づいて、前記選択された所見に対応
する３次元表示される関連画像に関する表示パラメータを算出する関係画像算出部と、
　前記関係画像算出部が算出した前記表示パラメータから画像データベースに記憶されて
いる画像情報を基に３次元画像を生成する表示画像生成部と、を備え、
　前記レポート表示部は、前記表示画像生成部が生成した前記３次元画像を順次切り替え
て表示することを特徴とする読影レポート表示装置。
【請求項１０】
　患者の検査結果に関する所見を作成し、レポートデータベースに記録する所見作成記録
部と、
　前記所見作成記録部から送信される前記患者に関する情報を基に、前記所見を作成する
際に参照する参照画像を画像データベースから選択、表示させるとともに、前記参照画像
に関連する関連画像を算出する関係画像算出部と、
　前記関係画像算出部からの指示に基づき、前記関連画像を抽出するとともに、前記関連
画像を順次切り替えて表示可能に加工する表示画像抽出作成部と、
　を備えることを特徴とする読影レポート作成装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、読影レポート表示装置及び読影レポート作成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体（患者）内部の情報を収集し、この収集された情報に基づいて患者内部を
画像化して医用画像を生成する医用画像診断装置が用いられるようになっている。また医
用画像診断装置の性能が高度化するに伴い、より詳細に患者内部の情報を収集することが
可能とされる。但し、より詳細な情報収集が可能になるということは、反面、収集された
医用画像を読み取り、分析する（以下、このような行為を「読影」と表わす）能力も高度
化を要求されることにもつながる。
【０００３】
　そのため、医用画像の読影は、この読影を専門とする医師（以下、このような医師を「
読影医」と表わす）によって行われることになる。このことに伴い、実際に患者を診察す
る診察医は対象となる患者の検査に関する読影を読影医に依頼することも広く行われる。
診察医から依頼された読影医は、依頼された読影対象の医用画像をモニタに表示させ、こ
の医用画像を基に所見を作成する（以下の特許文献１参照）。
【０００４】
　所見とこの所見を作成する際に参照される参照画像（医用画像）は、対象となる患者、
検査情報と合わせて読影レポートとしてまとめられ、診察医はこの読影レポートを基に患
者の診察を行う。この読影レポートは、簡潔にまとめられるため、多くの場合、１つの所
見に対して１つの参照画像が貼付される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２０４０１２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１において開示されている発明では、特に読影レポートの
作成を依頼した診察医からみて次の点について配慮がなされていない。
【０００７】
　すなわち、診察医が読影レポートを基に患者の診察を行う際には、より正確な状況を把
握するため、読影レポートに含まれる参照画像のみならず、この参照画像に関連する可能
性のある画像群（関連画像）をも参照する。関連画像としては、例えば、その参照画像を
含む前後の画像（群）が挙げられる。
【０００８】
　但し、上記特許文献１に開示されている発明では、関連画像を表示させるに当たり、読
影レポートの参照画像から元となる画像群を表示させてから関連画像を選択する必要があ
る。つまり、読影レポートに表示されているのは参照画像のみであり、この参照画像に関
連する可能性のある画像群（関連画像）が読影レポート上では直接示されていないため、
診察医はその都度参照画像から元画像群を表示させた後、自らの判断で関連するであろう
画像を選択し関連画像を表示させることになる。
【０００９】
　従って、上述したように医用画像診断装置の性能の高度化により撮影される医用画像の
枚数は膨大なものとなることが多いため、この中から診察医が読影レポートを基に閲覧す
ることになる必要な関連画像を簡易に選択し表示させることは困難である。また、表示装
置を利用しての関連画像を読影レポートと関連付けて表示させる手間も大きく、操作性の
観点からも煩雑である。
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、読影レポー
トを利用する診察医に対して所見に関係する画像を適宜見やすく表示させることによって
、診察医の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現することで診察効率の向上を図るこ
とができる読影レポート表示装置及び読影レポート作成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載の発明の特徴は、読影レポート表示装置において、診察対象である患者
に関する読影レポートの所見を、所見が記録されているレポートデータベースから抽出す
る表示所見抽出部と、表示所見抽出部で抽出された所見に対応する参照画像を抽出する表
示画像抽出部と、表示所見抽出部で抽出された所見及び参照画像抽出部で抽出された参照
画像を表示するレポート表示部と、複数の所見の中から１つの所見を操作者が選択するた
めの所見選択部と、所見選択部で選択された所見に関する情報に基づいて、選択された所
見に対応する複数の関連画像を求める関係画像算出部と、を備え、レポート表示部は、関
係画像算出部が求めた関連画像を順次切り替えて表示する。
【００１２】
　請求項９に記載の発明の特徴は、読影レポート表示装置において、診察対象である患者
に関する読影レポートの所見を、所見が記録されているレポートデータベースから抽出す
る表示所見抽出部と、表示所見抽出部で抽出された所見に対応する参照画像を抽出する表
示画像抽出部と、表示所見抽出部で抽出された所見及び参照画像抽出部で抽出された参照
画像を表示するレポート表示部と、複数の所見の中から１つの所見を操作者が選択するた
めの所見選択部と、所見選択部で選択された所見に関する情報に基づいて、選択された所
見に対応する３次元表示される関連画像に関する表示パラメータを算出する関係画像算出
部と、関係画像算出部が算出した表示パラメータから画像データベースに記憶されている
画像情報を基に３次元画像を生成する表示画像生成部と、を備え、レポート表示部は、表
示画像生成部が生成した３次元画像を順次切り替えて表示する。
【００１３】



(5) JP 2012-174162 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

　請求項１０に記載の発明の特徴は、読影レポート作成装置において、患者の検査結果に
関する所見を作成し、レポートデータベースに記録する所見作成記録部と、所見作成記録
部から送信される患者に関する情報を基に、所見を作成する際に参照する参照画像を画像
データベースから選択、表示させるとともに、参照画像に関連する関連画像を算出する関
係画像算出部と、関係画像算出部からの指示に基づき、関連画像を抽出するとともに、関
連画像を順次切り替えて表示可能に加工する表示画像抽出作成部とを備える。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態における読影レポート表示装置の全体構成を示すブロック図
である。
【図２】読影レポート表示装置にて表示される読影レポートの一例を示す画面例である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるレポート抽出部の内部構成を示すブロック図
である。
【図４】本発明の実施の形態における読影レポートを読影レポート表示装置にて表示させ
るまでの流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説明
を行うための説明図である。
【図６】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説明
を行うための説明図である。
【図７】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説明
を行うための説明図である。
【図８】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説明
を行うための説明図である。
【図９】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説明
を行うための説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像について説
明を行うための説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態における読影レポート表示装置にて表示される読影レポー
トを例示して示す画面例である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態におけるレポート抽出部の内部構成を示すブロック
図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における読影レポートの任意の所見を強調表示させ
て読影レポート表示装置にて表示させるまでの流れを示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における読影レポート表示装置にて表示される強調
された所見を含む読影レポートを例示して示す画面例である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態におけるレポート抽出部の内部構成を示すブロック
図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画像につ
いて説明を行うための説明図である。
【図１７】本発明の第４の実施の形態における読影レポート作成装置の全体構成を示すブ
ロック図である。
【図１８】本発明の第４の実施の形態におけるレポート作成部の内部構成を示すブロック
図である。
【図１９】本発明の第４の実施の形態における読影レポート作成装置にて読影レポートを
作成する流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　（第１の実施の形態）
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　まず患者に対して診察を行う診察医が読影レポートを見るための読影レポート表示装置
１の構成及び機能について説明を行う。
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態における読影レポート表示装置１の内部構成を示すブロッ
ク図である。ここで「読影レポート」とは、「検査報告書」とも表わされ、患者の検査の
際に撮影（記録）された画像とともに、当該画像に基づいた読影医によって示される所見
が記入されている。診察医は、この読影レポートに記載されている所見や参照画像や関連
画像を基に、診察を行う。
【００１８】
　読影レポートは、例えばＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and Communication in Medicin
e）を利用する場合、規格によってその構造が予め定められており、その構造に従って作
成される。読影レポートの態様としては、例えば、図２に示すものを挙げることができる
。図２では、読影レポート（検査報告書）Ｒが後述する読影レポート表示装置１のレポー
ト表示部１ｇに表示された例を示している。読影レポートには、対象となる患者の氏名、
検査日等のいわば患者情報に関する事項、所見を記入した読影医の氏名が記入される欄と
ともに、参照とされる画像及びこの画像を基にした所見を記入する欄が設けられている。
図２に示す読影レポートＲでは、２つの参照画像及びそれぞれの画像に対応した２つの所
見が示されている。なお、読影レポートに示される所見或いは、参照画像の数はそのレイ
アウトにより単数、或いは複数いずれであっても良い。
【００１９】
　読影レポート表示装置１は、図１に示すようにＣＰＵ（Central Processing Unit）１
ａと、ＲＯＭ(Read Only Memory)１ｂと、ＲＡＭ（Random Access Memory）１ｃ及び入出
力インターフェイス１ｄがバス１ｅを介して接続されている。入出力インターフェイス１
ｄには、入力部１ｆと、レポート表示部１ｇと、通信制御部１ｈと、記憶部１ｉと、リム
ーバブルディスク１ｊと、レポート抽出部１０とが接続されている。
【００２０】
　ＣＰＵ１ａは、入力部１ｆからの入力信号に基づいてＲＯＭ１ｂから読影レポート表示
装置１を起動するためのブートプログラムを読み出して実行し、記憶部１ｉに格納されて
いる各種オペレーティングシステムを読み出す。またＣＰＵ１ａは、入力部１ｆや入出力
インターフェイス１ｄを介して、図１において図示していないその他の外部機器からの入
力信号に基づいて各種装置の制御を行う。さらにＣＰＵ１ａは、ＲＡＭ１ｃや記憶部１ｉ
等に記憶されたプログラム及びデータを読み出してＲＡＭ１ｃにロードするとともに、Ｒ
ＡＭ１ｃから読み出されたプログラムのコマンドに基づいて、画像表示のための処理やデ
ータの計算、加工等、一連の処理を実現する処理装置である。
【００２１】
　入力部１ｆは、読影レポート表示装置１の操作者（例えば、診察医）が各種の操作を入
力するキーボード、マウス等の入力デバイスにより構成されており、操作者の操作に基づ
いて入力信号を作成しバス１ｅを介してＣＰＵ１ａに送信される。レポート表示部１ｇは
、例えば液晶ディスプレイである。このレポート表示部１ｇは、ＣＰＵ１ａからバス１ｅ
を介して出力信号を受信し、例えば読影レポートの所見に関連する関連画像の抽出、生成
やＣＰＵ１ａの処理結果等を表示する。
【００２２】
　通信制御部１ｈは、ＬＡＮカードやモデム等の手段であり、読影レポート表示装置１を
インターネットやＬＡＮ等の通信ネットワークに接続することを可能とする手段である。
通信制御部１ｈを介して通信ネットワークと送受信したデータは入力信号または出力信号
として、入出力インターフェイス１ｄ及びバス１ｅを介してＣＰＵ１ａに送受信される。
【００２３】
　記憶部１ｉは、半導体や磁気ディスクで構成されており、ＣＰＵ１ａで実行されるプロ
グラムやデータが記憶されている。
【００２４】
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　リムーバブルディスク１ｊは、光ディスクやフレキシブルディスクのことであり、ディ
スクドライブによって読み書きされた信号は、入出力インターフェイス１ｄ及びバス１ｅ
を介してＣＰＵ１ａに送受信される。
【００２５】
　レポート抽出部１０は、読影医によって作成された読影レポートをレポート表示部１ｇ
に表示させるために対象となる患者の所見や該当する参照画像や関連画像を抽出し、順次
切り替えて表示させる動画を作成する。
【００２６】
　ここで、「参照画像」とは、所見に直接関連づけられており、読影医が所見を記入する
際に利用する画像のことである。すなわち、この参照画像が患者の様子を最も良く表わし
ている画像であるといえる。また、「関連画像」とは、参照画像のように所見とは直接関
連づけられてはいないが、診察医が患者の診察を行う上で必要となる可能性のある画像の
ことである。そのため診察は診察医が読影レポートの記載及び関連画像を見つつ行うこと
が多い。従って、「関連画像」には参照画像が含まれても良い。以下の説明においては、
「参照画像」と「関連画像」とを適宜まとめて「関係画像」と表わす。
【００２７】
　なお、「参照画像」における「画像」とは、複数の静止画像を含む画像シリーズ中の１
枚の静止画像であっても、或いは、１つのマルチフレームを構成する複数のフレーム（静
止画像）の中の１枚（１フレーム）であっても良い。
【００２８】
　また、本発明の実施の形態では、レポート抽出部１０を読影レポート表示装置１に搭載
した例を挙げて以下、説明を行う。但し、このレポート抽出部１０は、読影レポート表示
装置１から独立して存在し、図示しない通信ネットワークを介して読影レポート表示装置
１と接続されるようにされていても良い。さらには、レポート抽出部１０を含む読影レポ
ート表示装置１、或いは、レポート抽出部１０が例えば、病院情報管理システム（ＨＩＳ
：Hospital Information System）、放射線部門情報管理システム（ＲＩＳ：Radiologica
l Information System）、医用画像管理システム（ＰＡＣＳ：Picture Archiving Commun
ication System）といった医療機関内に構築された各種管理システムと組み合わされて用
いられても良い。
【００２９】
　この通信ネットワークの例としては、ＬＡＮ（Local Area Network）やインターネット
等のネットワークを挙げることができる。また、この通信ネットワークで使用される通信
規格は、ＤＩＣＯＭ等、いずれの規格であっても良い。
【００３０】
　また、本発明の実施の形態においてはレポート抽出部１０が読影レポート表示装置１に
読影レポートの提供を行うが、その処理はレポート抽出部１０によってではなく、記憶部
１ｉ、或いはリムーバブルディスク１ｊに格納されているレポート表示プログラムを利用
することで行うこともできる。この場合は、これらに格納されているプログラムがＣＰＵ
１ａに読み込まれ実行されることにより、レポート抽出部が読影レポート表示装置１に実
装されることになる。
【００３１】
　図３は、本発明の第１の実施の形態におけるレポート抽出部１０の内部構成を示すブロ
ック図である。レポート抽出部１０は、入力部１ｆからの指示等を受信する受信部１１と
、レポート選択部１２と、レポートデータベース１３と、表示所見抽出部１４と、関係画
像算出部１５と、画像データベース１６と、表示画像抽出部１７と、レポート表示部１ｇ
に表示対象となる所見及び画像を送信する送信部１８と、所見選択部１９とから構成され
る。なお、レポートデータベース１３及び画像データベース１６については、図３におい
てはそれぞれ「レポートＤＢ１３」、「画像ＤＢ１６」と示している。
【００３２】
　レポート選択部１２は、診察医が読影レポートを利用しての患者の診察を開始するに当
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たって、診察医が指示する該当する患者の表示対象とする読影レポートの選択指示を確認
する。表示所見抽出部１４は、表示対象のレポートに関する所見をレポートデータベース
１３から抽出する。レポートデータベース１３内には、読影医によって作成された所見が
記憶されている。記憶の方法については特に言及しないが、例えば、患者ごと、検査ごと
等、或いは複数の記憶方法を組み合わせた方法等を挙げることができる。
【００３３】
　関係画像算出部１５は、表示所見抽出部１４によって抽出された所見に関する情報を受
信し、対応する参照画像及び関連画像を算出する。表示画像抽出部１７は、この関係画像
算出部１５からの指示に基づいて該当する関係画像を画像データベース１６から抽出する
とともに、複数抽出された関連画像（群）を順次切り替えて表示可能に加工する。表示画
像抽出部１７によって抽出された関連画像（群）は送信部１８を介して送られて表示され
る。画像データベース１６内には、例えば、画像生成の際の素材となるボリュームデータ
等ではなく、画像データそのものが記憶されている。
【００３４】
　なお、画像データベース１６から抽出される関連画像は、１つの所見に関し複数枚であ
る。さらに、読影レポートに複数の所見が記入されている場合は、それぞれの所見に対応
する関連画像も複数となる。従って、これらの所見に対応させて抽出される関連画像は、
読影レポート上では正確には関連画像（群）とも言えるものではあるが、以下ではまとめ
て「関連画像」と表わす。
【００３５】
　所見選択部１９は、関係画像が参照画像を介して特定の所見と関連付けられていること
に着目して、ある特定の所見が選択されたことを確認し、この所見に対応する関連画像を
表示すべく、関係画像算出部１５に指示を出す。
【００３６】
　次に、レポート抽出部１０を構成する各部の働きを、図４に示す本発明の実施の形態に
おける読影レポートを読影レポート表示装置１にて表示させるまでの流れを示すフローチ
ャートを利用しつつ説明する。
【００３７】
　診察医は、読影レポート表示装置１を利用して読影レポートを表示させつつ患者の診察
を行う。そこでまずは対象となる患者に関する読影レポートを選択する。読影レポート表
示装置１では、この診察医からの読影レポートの選択信号を受信すると（ＳＴ１）、当該
信号が受信部１１を介してレポート選択部１２へと送信される。
【００３８】
　診察医が簡易に読影レポートを読み出すことができるように、読影レポートは、例えば
、患者ごと、或いは、検査部位ごと等にリスト化されている。レポート選択部１２は、例
えば、患者ごとにリスト化されている場合には、診察医によって入力された対象となる患
者の患者ＩＤや氏名等の患者情報を基に該当する患者に関する所見リストをレポート表示
部１ｇに表示させる（ＳＴ２）。これらのリストは、レポート選択部１２内に記憶されて
いても、或いは、レポート表示装置１の記憶部１ｉに記憶されていても良い。
【００３９】
　患者ごとにリスト化されている場合、診察医によってこれらのリストから必要とされる
読影レポートが選択されると、レポート選択部１２が選択された読影レポートの所見を確
認し（ＳＴ３）、この所見の情報に基づいて表示所見抽出部１４がレポートデータベース
１３から選択された患者の該当する所見を抽出する。レポートデータベース１３から抽出
された所見は、送信部１８を介してレポート表示部１ｇへと送信され読影レポートの一部
として表示される（ＳＴ４）。
【００４０】
　ここで、診察医が読影レポートを選択したことに基づき表示所見抽出部１４によって所
見がレポートデータベース１３から抽出されるのは、以下の理由からである。すなわち、
読影医は、参照画像を基に所見を作成する。所見を含む作成された読影レポートは、図２
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に示したように参照画像と所見とが対応づけられて構成される。
【００４１】
　但し、所見及び参照画像は読影レポートの形式で保存されるわけではなく、一般的には
所見は所見のみを保存するレポートデータベース１３に、参照画像は参照画像を含む関係
画像を保存する画像データベース１６に分けて保存されることが多い。そのため、診察医
が読影レポートを閲覧する場合に、診察医は確かに読影レポートのリストから必要とする
読影レポートの選択を行うことになるが、実際には所見はレポートデータベース１３から
、参照画像は画像データベース１６からそれぞれ該当する所見、参照画像が抽出されて読
影レポートとして構成された上でレポート表示部１ｇに表示される。
【００４２】
　なお、本発明の実施の形態においては、図３に示すようにレポートデータベース１３及
び画像データベース１６はともにレポート抽出部１０内に構成されているが、それぞれの
機能が発揮されるのであれば、例えば、レポートデータベース１３及び画像データベース
１６の一方、或いは、両方ともレポート抽出部１０外に設けられていても良い。また、レ
ポートデータベース１３と画像データベース１６とが同一のデータベースであることも妨
げない。
【００４３】
　一方、表示所見抽出部１４は、選択（抽出）された所見に関する情報を関係画像算出部
１５へと送信する。関係画像算出部１５はこの選択された所見に対応する参照画像を検索
する。その上でこの参照画像に関する情報を表示画像抽出部１７に送信し、表示画像抽出
部１７は選択された所見に対応する参照画像を画像データベース１６から抽出する（ＳＴ
５）。
【００４４】
　表示画像抽出部１７によって抽出された参照画像は、送信部１８を介してレポート表示
部１ｇへと送られ所見とともに読影レポートとして表示される（ＳＴ６）。この状態でこ
れまでの読影レポートと同様、図２に示すような患者情報等とともに、所見及びこの所見
に直接関連付けられた参照画像がレポート表示部１ｇに表示される。
【００４５】
　本発明の実施の形態においては、さらに、診察医からの選択した所見及び抽出された参
照画像に対応する関連画像の表示指示を受信すると（ＳＴ７）、表示画像抽出部１７は、
選択された所見に対応する参照画像に関する情報を基に複数の関連画像を画像データベー
ス１６から抽出し表示する（ＳＴ８）。
【００４６】
　読影レポートに表示される参照画像には、表示対象となる部位の位置に関する情報、ま
たは方向に関する情報のいずれか一方、或いは両方が基本的な情報として付加されている
。従って、参照画像に対応して表示される関連画像が抽出される場合、参照画像の位置情
報等が基とされる。
【００４７】
　これまでの読影レポートに直接表示されているのは参照画像のみであり、診察医が確認
したい参照画像以外の所見に関連する可能性のある関連画像は読影レポート上では直接示
されていない。そしてこれら関連画像を表示させるには上述したような操作数が増える、
読影レポートを表示させつつ関連画像まで表示させにくい、といった不便さがある。
【００４８】
　そこで、この不便さを解消するために本発明の実施の形態においては、参照画像の他に
関連画像を抽出し表示させる。また、関連画像を抽出してそのまま表示させるのではなく
、動画像として表示させる。このように、１つの所見に対応する参照画像が表示されるだ
けではなく、関連画像が動画像として併せて読影レポートに表示されることによって、診
察医は迅速かつ深く所見を理解することが可能となる。
【００４９】
　ここで関連画像にいう「画像」とは、複数の静止画像を含む画像シリーズ中の複数枚の
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静止画像であっても、或いは、１つのマルチフレームを構成する複数のフレーム（静止画
像）であっても良い。
【００５０】
　いずれの関連画像を抽出するかに関する情報（抽出方法）は、関係画像算出部１５から
表示画像抽出部１７へと送信される。本発明の実施の形態においては、関連画像を動画像
として表示させるため、抽出される関連画像は複数枚である。なお、ここで「動画像」と
は、複数枚抽出される関連画像を順次切り替えて表示される動きのある画像のことである
。また、例えば、患者の検査部位に造影剤を注入してその流れを表示させる、といった画
像もここにいう「動画像」から特に除かれるものではない。さらには、動画像の表示速度
も任意に設定することが可能である。
【００５１】
　所見選択部１９は、診察医が選択した、動画像で表示要請のあった関連画像に対応する
所見を確認する。所見選択部１９での選択された所見に関する情報確認の後、当該所見情
報を所見選択部１９は関係画像算出部１５へと送信する。関係画像算出部１５では動画像
で表示させる関連画像に関する情報を算出し、後述する抽出方法とともに表示画像抽出部
１７へと送信する。
【００５２】
　図５ないし図１０は、本発明の実施の形態における読影レポートにて表示させる関連画
像について説明を行うための説明図である。特に図５ないし図８は、単一の画像シリーズ
の中から複数の関連画像を抽出する方法について示したものである。いずれの図において
もマルチフレームを構成するフレーム（関連画像）が複数枚示されており、そのうち参照
画像は、特に網掛けで示している。表示画像抽出部１７は、関係画像算出部１５によって
算出された関連画像に関する情報及びその抽出方法に基づいて画像データベース１６から
抽出する。以下に複数の算出方法を説明するが、これらの算出方法は予め設定しておくこ
とも、読影レポートを見て診察する診察医によって設定することも可能である。
【００５３】
　図５は、所見に関連付けられた参照画像を中心に、前後複数枚ずつの関連画像を抽出す
る方法（以下、説明の便宜上「第１の方法」と表わす）を示したものである。この方法で
は、シリーズの中で参照画像を中心として前後複数枚の画像を関連画像として捉え、これ
らを関連画像として表示画像抽出部１７が画像データベース１６から抽出する。図５では
、参照画像を中心として前後２枚の画像を関連画像として算出している。
【００５４】
　ここで、参照画像を含む複数枚の関連画像、というように指定することが可能なのは、
各々の画像には画像番号、或いはフレーム番号（以下、これらをまとめて「画像番号等」
と表わす）が付与されているからである。
【００５５】
　なお、参照画像を中心に前後何枚の関連画像を抽出するかは、予め設定しておくことも
、或いは、読影レポートを読む診察医によって指定されても良い。また、例えば、心電図
（ＥＣＧ：electrocardiogram）同期の予め設定されている拍数分を関連画像として、或
いは、参照画像を含む、造影中の画像に限定して抽出枚数が決められても良い。
【００５６】
　また、図５に示す方法ではないが、参照画像に付与されている画像番号等を基準に、当
該画像番号等以降の画像番号等を有する複数の画像を関連画像として算出することも、或
いは、当該画像番号等以前の画像番号等を有する複数の画像を関連画像として算出するこ
とも可能である。
【００５７】
　図６は、複数の所見に関連付けられた参照画像がそれぞれの所見に合わせて複数読影レ
ポートに表わされている場合の関連画像の抽出方法（以下、説明の便宜上「第２の方法」
と表わす）を示すものである。
【００５８】
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　図６に示す方法は、最も小さな画像番号等が付与されている参照画像と最も大きな画像
番号等が付与されている参照画像との間に挟まれる複数の画像を関連画像として、関係画
像算出部１５が算出し表示画像抽出部１７が画像データベース１６から抽出する。図６に
は３枚の参照画像が示されているが、参照画像ａ（最も小さな画像番号等が付与されてい
る参照画像）と参照画像ｃ（最も大きな画像番号等が付与されている参照画像）との間に
挟まれる、参照画像ｂを含む複数の画像を関連画像として抽出する。
【００５９】
　図７は、図６同様、複数の所見に関連付けられた参照画像がそれぞれの所見に合わせて
複数読影レポートに表わされている場合の関連画像の抽出方法を示すものである。但し関
連画像を算出する方法が異なり、２段階に分けて関連画像を算出する。
【００６０】
　図７に示す方法では第１段目の算出として、まず各参照画像ごとに、参照画像を中心と
して前後何枚かの関連画像をそれぞれ算出する。その後第２段目の算出として、最も小さ
な画像番号等が付与されている関連画像と最も大きな画像番号等が付与されている関連画
像との間に挟まれる複数の画像を関連画像として算出する。すなわち、図５及び図６を示
して説明した第１の方法及び第２の方法を組み合わせて関連画像を算出する方法である（
以下、説明の便宜上「第３の方法」と表わす）。
【００６１】
　ここで第１段目の算出の際、すなわち、各参照画像を含む前後複数枚の関連画像が算出
される際、いずれかの参照画像に基づいた関連画像として算出されない画像が発生しうる
。図７に示す説明図であれば、参照画像ａ，ｂ，ｃを中心に前後１枚ずつの画像が関連画
像として算出されているが、参照画像ｂと参照画像ｃとの間には参照画像ｂと参照画像ｃ
とによって関連画像として算出されない画像が２枚が存在する（これらの画像を便宜上画
像ｄ１，ｄ２と表わす）。第３の方法においては、第２段目の算出によってこれら画像ｄ
１，ｄ２も関連画像として算出される。
【００６２】
　図８は、図７に示す第３の方法の変形例ともいえる（以下、説明の便宜上「第４の方法
」と表わす）。すなわち、第４の方法において、第１段目の算出方法として参照画像を中
心として前後何枚かの画像を関連画像として算出するのは第３の方法と同様である。
【００６３】
　但し、第２段目の算出方法に違いがある。第３の方法においては、参照画像の関連画像
として算出されない画像であっても、複数の参照画像に基づいて算出された関連画像であ
って、最も小さな画像番号等が付与されている関連画像と最も大きな画像番号等が付与さ
れている関連画像との間に挟まれる複数の画像であれば、まとめて関連画像として扱われ
る。
【００６４】
　一方第４の方法では、第１段目の算出で各参照画像がその前後複数枚の画像を関連画像
として算出し、第２段目の算出において第１段目の算出で関連画像として算出された画像
をそれぞれ複数の関連画像群として把握する。従って、各関連画像群の間に参照画像の関
連画像として算出されない画像が発生してもそれらをまとめて１つの関連画像として取り
扱うことはしない。
【００６５】
　図８に示す画像を例に挙げて説明すると、関係画像算出部１５は、各参照画像ａ，ｂ，
ｃそれぞれを中心として前後の画像１枚を関連画像として算出する。その際、参照画像ｂ
と参照画像ｃとの間にいずれの参照画像の関連画像としても算出されない２枚の画像ｅ１
，ｅ２が発生する。第４の方法においては、これら２枚の画像ｅ１，ｅ２は参照画像ｂの
関連画像と参照画像ｃの関連画像の間に挟まれるが、関連画像として算出されていないこ
とを理由に、ここでは関連画像と扱われない。
【００６６】
　図９及び図１０は、複数の画像シリーズの中から複数の関連画像を抽出する方法につい
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て示したものである。まず複数の所見に対応して複数の画像シリーズ（ここでは画像シリ
ーズ１ないし３）のそれぞれに参照画像が算出されている。図９では、各画像シリーズに
つき１枚ずつ参照画像が算出されている。また関連画像の算出は、例えば、上述した第１
の方法及び第２の方法に示したように、参照画像を中心に前後複数枚の画像が関連画像と
して算出されている。図９に示す説明図においては、各画像シリーズにつき１枚の参照画
像が選択され、それぞれの参照画像につき、その参照画像を中心として前後各１枚の画像
が関連画像として算出されている。表示画像抽出部１７は、関係画像算出部１５から指示
された方法に基づいて画像データベース１６から関連画像を抽出する。
【００６７】
　関係画像が抽出される画像シリーズが複数になっただけであり、各画像シリーズにおけ
る参照画像及び関連画像の算出の仕方は上述した第１の方法ないし第４の方法のいずれを
採用しても良い。
【００６８】
　図１０にも複数の画像シリーズが示されている。これは、例えば、それぞれ心拍を示す
複数の画像シリーズを基に、複数の画像シリーズから同じ時間でのそれぞれ特徴的な画像
を複数参照画像として算出した上で、これらの参照画像に関係する関連画像をそれぞれ算
出する場合である。すなわち、共通する時間（例えば、心拍の期間）で複数の画像シリー
ズ（ここでは画像シリーズ１ないし３）において関係画像を算出することによって、後述
するように動画像としてフォーマットされた場合に、画像で示される部位の様子がよりわ
かり易く表示される。
【００６９】
　以上、図５ないし図１０を用いて関連画像の算出について説明したが、関係画像算出部
１５による抽出方法に関する情報及び選択された所見に関する情報に基づいて表示画像抽
出部１７が画像データベース１６から関連画像を抽出する。抽出された関連画像は、表示
画像抽出部１７において、例えば、小さな画像番号等から大きな画像番号等が付与されて
いる関連画像を順次切り替えて表示できるように加工される（ＳＴ９）。このように表示
画像抽出部１７が複数枚の関連画像を順次切り替えて表示できるようにすることで、読影
レポート上に表示された場合、参照画像を含む動画像として表わされる。表示画像抽出部
１７は、動画像の情報を送信部１８を介してレポート表示部１ｇに送信して表示させる（
ＳＴ１０）。
【００７０】
　なお、以上の説明においては、所見選択部１９によって関連画像の表示対象となる所見
が選択されたことを契機として選択された所見に対応する関連画像を動画表示させるまで
を説明した。但し、例えば読影レポート上には所見が１つしか記入されていない場合には
、診察医が注目する所見は限られるので、特に関連画像の表示対象となる所見が診察医に
よって選択されなくとも自動的に関連画像を算出、抽出するとともに動画像で表示するよ
うにレポート表示装置１を設定することも可能である。
【００７１】
　所見選択部１９は読影レポートに複数の所見が記入されている場合に、特にその機能を
発揮する。すなわち、読影レポートを見ている診察医が注目する所見の選択指示を所見選
択部１９が受信すると、選択された所見が読影レポート内のいずれの所見であるかを確認
し、関係画像算出部１５に選択された所見の情報を送信する。その後は上述したように、
関係画像算出部１５では選択された所見に対応する参照画像及び関連画像を算出し、表示
画像抽出部１７へ伝える。表示画像抽出部１７では、選択された所見に対応する参照画像
を示すとともに関連画像を動画像で表示させる。
【００７２】
　診察医は、適宜所見を選択することで、選択された所見に対応する参照画像が表示され
るとともに、併せて関連画像も動画像で表示される。
【００７３】
　以上説明したように、読影レポートに表示される所見及び、当該所見に直接関連づけら
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れている参照画像の他、当該所見に関連する関連画像を抽出して動画像表示させることに
よって、読影レポートを利用する診察医に対して所見に関係する画像を適宜見やすく表示
させることができ、診察医の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現することで診察効
率の向上を図ることができる読影レポート表示装置を提供することができる。
【００７４】
　図１１は、上述したように本発明の実施の形態における読影レポート表示装置１にて表
示される読影レポートを例示して示す画面例である。レポート表示部１ｇには読影レポー
ト（検査報告書）が表示されている。
【００７５】
　図１１に示す読影レポートでは、患者情報の他、所見は３つ（ＸないしＺの領域）、参
照画像Ｍは１つ、関連画像Ｎも１つ表示されている。参照画像Ｍを表示する領域は１つし
か設けられていないが、上述したように、特定の所見が選択された場合には、選択された
所見に対応する参照画像Ｍが表示される。また、当該所見及び参照画像に関連する関連画
像も動画像で表示される。図１１ではフィルム状に示されている領域が関連画像Ｎの表示
の領域である。ここで関連画像Ｎが動画像表示される。
【００７６】
　なお、読影レポート上において、動画像がいずれの位置において再生されるかは任意に
設定することができる。また、所見欄、参照画像欄、関連画像欄は読影レポート上におい
てどのような位置に配置されていても良い。
【００７７】
　（第２の実施の形態）
　次に本発明における第２の実施の形態について説明する。なお、第２の実施の形態にお
いて、上述の第１の実施の形態において説明した構成要素と同一の構成要素には同一の符
号を付し、同一の構成要素の説明は重複するので省略する。
【００７８】
　第２の実施の形態においては、読影レポートにおける所見の表示領域を強調して表示す
る点に特徴がある。すなわち、第１の実施の形態においても説明した通り、所見とこの所
見に対応する参照画像及び関連画像は互いに関連付けられている。そして、選択された所
見が異なれば、当然表示される参照画像及び関連画像は異なる。
【００７９】
　但し、複数の所見が読影レポート表示されている場合、表示される参照画像及び関連画
像がいずれの所見に対応するものであるかが不明となることも考えられる。従って、その
ようなことが発生しないように、第２の実施の形態におけるレポート表示装置３０は表示
されている参照画像及び関連画像に対応する所見を強調して表示させる機能を備えた。
【００８０】
　図１２は、第２の実施の形態におけるレポート抽出部３０内の内部構成を示すブロック
図である。新たに追加されるのは、所見強調判定部５１である。また、図１３は、本発明
の第２の実施の形態における読影レポートの任意の所見を強調表示させて読影レポート表
示装置にて表示させるまでの流れを示すフローチャートである。
【００８１】
　まず、関係画像を基準に対応する所見を強調して表示させる流れについて説明する。説
明の前提として、読影レポート上に複数の所見及び、いずれかの所見に関係する関係画像
が表示されており、診察医が現在表示されている関係画像に対応する所見を強調して表示
させる場合を想定する。
【００８２】
　診察医が現在表示されている関係画像を選択する。この際、強調表示を行う方法につい
ては、どのような方法で行っても良い。例えば、所見強調ボタン等のボタンを予めレポー
ト表示装置１に設定しておき、診察医が強調表示の対象としたい所見に対応する関係画像
を選択して所見強調ボタンを押して、或いは、所見強調ボタンを押した後に関係画像を選
択することによって行われる。
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【００８３】
　現在表示されている関係画像が選択されることによって、所見強調判定部５１は現在表
示されている関係画像についての画像番号等の情報を取得する。この情報は、いわば現在
表示されている関係画像に関係して強調表示させる所見を特定する情報であるといえる（
ＳＴ２１）。併せて、所見強調判定部５１は入手した関係画像に関する情報を基に、表示
所見抽出部１４から対応する所見に関する情報も入手する（ＳＴ２２）。強調して表示さ
せる所見に関する情報は、入手した現在表示されている関係画像に関する情報を所見強調
判定部５１から表示所見抽出部１４へ送信し、その応答として入手しても良い。或いは、
表示所見抽出部１４から現在表示されている所見に関する情報を入手し、当該情報と所見
強調判定部５１において入手している関係画像に関する情報とをつき合わせても良い。こ
のようにして強調して表示させる所見を確認、特定する（ＳＴ２３）。
【００８４】
　所見強調判定部５１において強調して表示させる所見が特定されると、該当する所見を
強調して表示させるよう、送信部１８を介してレポート表示部１ｇに指示する（ＳＴ２４
）。
【００８５】
　一方、強調表示の対象とする所見を直接選択して表示させる流れについて説明する。ま
ず、診察医からの強調表示の指示に関する信号を所見選択部１９が受信する（ＳＴ２５）
。ここでは、複数の所見が読影レポートに記入されている場合に、初めに１つの所見を強
調して表示させたが、その後新たに強調して表示させる所見を選択する場合を念頭に置い
て説明を行う。従って、所見を強調して表示させる流れについては、上述した関係画像を
基準に対応する所見を強調して表示させる流れに続けて説明する。
【００８６】
　所見選択部１９では、いずれの所見が選択されたか確認した上で（ＳＴ２６）、強調表
示の対象となる所見を強調して表示させるために所見強調判定部５１に選択された所見に
関する情報を送信する。所見強調判定部５１は、受信した情報を基に抽出された所見を強
調して表示させるよう、送信部１８を介してレポート表示部１ｇに指示する（ＳＴ２７）
。
【００８７】
　一方、所見選択部１９は、強調表示の対象となる所見の関係画像を特定し（ＳＴ２８）
、関係画像算出部１５に送信する。関係画像算出部１５では当該強調表示の対象となる所
見に関連する関係画像を算出し、表示画像抽出部１７に対して関係画像に関する情報を送
信する。表示画像抽出部１７は、当該所見に関係する参照画像及び関連画像について読影
レポート上に表示させる（ＳＴ２９）。この状態では、選択させた所見が読影レポートの
他の所見よりも強調されて表示されるとともに、当該所見に対応する参照画像及び関連画
像が読影レポート上に表示されている。
【００８８】
　図１４は、本発明の第２の実施の形態における読影レポート表示装置にて表示される強
調された所見を含む読影レポートを例示して示す画面例である。図１４に示す読影レポー
トは図１１に示す読影レポートとそのレイアウト等は同一であるが、選択された所見を示
す欄が他の所見欄より太い線で囲まれ、一見して強調されて表示されていることが理解で
きる。
【００８９】
　また、図１４に示す読影レポートでは、３つある所見欄ＸないしＺのうち２つの所見欄
Ｘ及びＹについて強調表示されている。さらに、強調表示されている所見欄Ｘと所見欄Ｙ
とでは、強調表示されていない所見欄Ｚとの差異を明確にするだけではなく所見欄Ｘと所
見欄Ｙ両者の違いも理解できるように強調表示されている。
【００９０】
　なお、強調表示の方法としては、強調表示の対象となる所見欄の周囲を強調して表示す
る方法の他、例えば、所見を示す文字のフォントに色を付したり下線を付したりして文字
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体裁を変更する、該当する所見欄の背景を変更する、或いは、強調表示の対象となる所見
欄以外の所見を非表示とする等、どのような方法であっても良い。
【００９１】
　また、複数の所見に対して強調表示する指示が出された場合であって、それぞれの所見
に対応する関係画像が表示される際には、実際に読影レポート上に表示されている関係画
像に対応する所見をより強調して表示するようにしても良い。従って、例えば上述した所
見欄Ｘ及び所見欄Ｙの両者が強調表示されている場合であって、両者に関係する画像が交
互に表示される場合、表示される関係画像が切り替わるごとに対応する所見欄が強調され
て表示される。
【００９２】
　以上説明したように、読影レポートに表示される所見及び、当該所見に直接関連づけら
れている参照画像の他、当該所見に関連する関連画像を抽出して動画像表示させることに
よって、読影レポートを利用する診察医に対して所見に関係する画像を適宜見やすく表示
させることができ、診察医の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現することで診察効
率の向上を図ることができる読影レポート表示装置を提供することができる。
【００９３】
　特に診察医が気になる所見を強調して表示させることによって読影レポートの内容につ
いての認識が高まるため、より適した診察を行うことに資する。また、表示されている関
係画像と対応する所見との関係を都度確認しなくても、読影レポート上で表示されている
関係画像に対応する所見が強調して表示されているため、表示されている関係画像と対応
する所見との関係が不明となることはない。
【００９４】
　（第３の実施の形態）
　次に本発明における第３の実施の形態について説明する。なお、第３の実施の形態にお
いて、上述の第１、第２の実施の形態において説明した構成要素と同一の構成要素には同
一の符号を付し、同一の構成要素の説明は重複するので省略する。
【００９５】
　第３の実施の形態では、所見及び参照画像に対応して表示される関連画像が３次元（以
下、適宜「３Ｄ（３　dimensional）」と表わす。）となる点に特徴がある。すなわち、
第１及び第２の実施の形態における画像データベース１６内には参照画像等の画像データ
そのものが記憶されていた。これに対して、図１５に示す第３の実施の形態におけるレポ
ート抽出部４０内の画像データベース５２には、参照画像のための画像データの他、Ｘ線
診断装置やＣＴ（computed tomography：コンピュータ断層撮影）装置といった医用画像
撮影装置（モダリティ）によって撮影された患者のボリュームデータも記憶されている。
【００９６】
　なお、図１５に示すレポート抽出部４０には、第２の実施の形態において説明した所見
強調判定部５１は示されていないが、当然のことながら所見強調判定部５１をその内部に
備えるようにしても良い。
【００９７】
　第３の実施の形態における読影レポートの所見には、所見に対応する３Ｄ画像を表示さ
せるための表示角度等の表示パラメータが併せて記憶されている。表示所見抽出部１４は
、レポートデータベース１３から抽出した所見を表示させるとともに、所見に関する情報
を関係画像算出部１５に送信する。なお、所見に併せて記憶される表示パラメータは、単
数、或いは、複数のいずれであっても良い。また、以下の説明では表示パラメータが表示
角度である場合を例に挙げて説明する。
【００９８】
　関係画像算出部１５では、所見に関連付けられて記憶されている表示パラメータを基に
読影レポートに３Ｄ画像として表示させるための関連表示パラメータを算出し、表示画像
生成部５３へと送る。表示画像生成部５３は、関連表示パラメータに従って画像データベ
ース５２に記憶されているボリュームデータから３Ｄ画像を生成しレポート表示部１ｇに
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表示させる。
【００９９】
　図１６は、本発明の第３の実施の形態における読影レポートにて表示させる３Ｄの関連
画像について説明を行うための説明図である。なお、図１６においては読影レポートのう
ち３Ｄ表示の領域のみ示している。
【０１００】
　図１６に示す３Ｄ表示の場合、所見に２つの表示パラメータが記憶されており、それら
の表示パラメータから算出されたそれぞれの関連表示パラメータを基に３Ｄ画像が生成さ
れている。ここで２つの関連表示パラメータをそれぞれ関連表示パラメータＡと関連表示
パラメータＢとすると、表示画像生成部５３は、関連表示パラメータＡで表わされる表示
角度で３Ｄ画像を生成するとともに、関連表示パラメータＢで表わされる表示角度で３Ｄ
画像を生成する。
【０１０１】
　但しこれでは関連表示パラメータＡ及びＢで表示される２つの３Ｄ画像しか表示されな
い。そこで併せて、関連表示パラメータＡと関連表示パラメータＢとに挟まれる表示可能
な角度において、予め設定された間隔（例えば、１度ごと）で別途表示画像群を生成する
。このように３Ｄ画像を生成すると、３Ｄ画像を所見に関連付けられて記憶された表示パ
ラメータ（関連表示パラメータ）の間を任意の角度で表示させることが可能となる。
【０１０２】
　また、関連表示パラメータＡ、Ｂの間における３Ｄ画像の表示方法として、例えば、関
連表示パラメータＡに基づいて生成された３Ｄ画像を、図１６に示すｘ－ｙ平面に平行に
移動させ、その後ｚ－ｙ平面に平行に移動させるといった、予め設定された特定の２軸に
沿って異動させ、３Ｄ画像を最終的に関連表示パラメータＢに基づいて表示される位置ま
で動かす、といった方法も採用することができる。
【０１０３】
　さらには、予め表示パラメータ＋αの角度まで表示させるように設定されていれば、関
係画像算出部１５で＋αに相当する関連表示パラメータを算出し、その情報に基づいて表
示画像生成部５３は３Ｄ画像を生成することも可能である。
【０１０４】
　表示パラメータが１つしか記憶されていない場合には、関係画像算出部１５にて算出さ
れる関連表示パラメータも１つであることから、その関連表示パラメータを基に生成され
た３Ｄ画像のみが表示される。
【０１０５】
　なお、この際、上述した＋αに相当する関連表示パラメータも併せて算出されれば、表
示パラメータが１つしか記憶されていない場合であっても診察医に対して適切な３Ｄを表
示させることができる。
【０１０６】
　以上説明したように、読影レポートに表示される所見及び、当該所見に直接関連づけら
れている参照画像の他、当該所見に関連する３Ｄ画像を生成して像表示させることによっ
て、読影レポートを利用する診察医に対して所見に関係する画像を適宜見やすく表示させ
ることができ、診察医の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現することで診察効率の
向上を図ることができる読影レポート表示装置を提供することができる。
【０１０７】
　（第４の実施の形態）
　次に本発明における第４の実施の形態について説明する。なお、第４の実施の形態にお
いて、上述の第１ないし第３の実施の形態において説明した構成要素と同一の構成要素に
は同一の符号を付し、同一の構成要素の説明は重複するので省略する。
【０１０８】
　第１ないし第３の実施の形態においては、診察医が読影レポートを用いて診察を行う際
に利用する読影レポート表示装置について説明した。この読影レポート表示装置は、読影
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医が作成した読影レポートを表示装置で表示させる際、所見と参照画像に関連付けられた
関連画像を２次元、或いは、３次元の動画像として表示させる装置である。この表示対象
となる２次元、或いは、３次元の動画像として表示される関連画像は読影レポート表示装
置において抽出、生成されていた。
【０１０９】
　但しこの場合、読影レポート表示装置が所見に関係する関連画像の抽出、生成可能な機
能を備えていなければならないことを意味し、徒に読影レポート表示装置に高度な機能を
求めるものである。このような高度な機能を備えていなければ関連画像を見ることができ
ないとすると、医療機関内に構築されている既存のシステムを構成する表示装置では対応
できない場合も考えられ、本発明の効果が十分に発揮されない。
【０１１０】
　そこで第４の実施の形態では、これまで読影レポート表示装置の機能として説明してき
た機能を読影レポート作成装置６０が備えることとしている。これにより、読影レポート
表示装置は読影レポート作成装置６０が作成した所見に関連付けられた参照画像と関連画
像とを表示するだけとなるので、読影レポート表示装置が読影レポートの構成を行うに当
たって関連画像を抽出、或いは生成する機能を備えずとも確実に読影レポートを表示可能
とすることができる。読影レポートを見る診察医も読影レポート表示装置のスペックを気
にすることなく読影レポートを表示させることが可能となる。
【０１１１】
　図１７は、本発明の第４の実施の形態における読影レポート作成装置６０の全体構成を
示すブロック図である。読影レポート作成装置６０の全体構成は、レポート抽出部１０に
代わりレポート作成部７０が設けられている他は、これまで説明してきた読影レポート表
示装置１と基本的に同一である。
【０１１２】
　図１８は、本発明の第４の実施の形態におけるレポート作成部７０の内部構成を示すブ
ロック図である。レポート作成部７０は、受信部７１と、所見作成記録部７２とレポート
データベース７３と、関係画像算出部７４と、画像データベース７５と、表示画像抽出作
成部７６と、送信部７７とから構成される。
【０１１３】
　図１９は、本発明の第４の実施の形態における読影レポート作成装置６０を利用して読
影レポートを作成する流れを示すフローチャートである。以下読影レポート作成の流れを
説明するとともに、レポート作成部７０を構成する各部の機能も併せて説明する。なお、
レポート作成部７０を利用して読影レポートを作成するのは、読影医である。診察医が読
影レポートを作成することもあり得るが、以下の説明では読影医が読影レポートを作成す
ることを前提とする。
【０１１４】
　読影医は、読影レポートを作成するに当たってレポート作成部７０を起動し、読影レポ
ートの作成準備を行う。レポート作成部７０は、読影医の指示に基づくレポート作成信号
を受信する（ＳＴ３１）。この信号を受信することで、所見作成記録部７２が読影レポー
トの作成に必要なフォーマットを起動させる（ＳＴ３２）。レポート作成信号の中に患者
ＩＤ等の患者情報が含まれている場合には、レポートデータベース７３内に記憶されてい
るこれまで作成された所見の中から受信した患者情報に合致する情報を備える読影レポー
トのフォーマットを読み出す。また、これまで読影レポートが作成されたことのない患者
に関する読影レポートの作成の場合には、レポートデータベース７３内に記憶されている
読影レポートのフォーマット読み出して利用する。
【０１１５】
　所見作成記録部７２は、併せて、患者情報を関係画像算出部７４に送信する。関係画像
算出部７４はこの患者情報を基に画像データベース７５から必要な画像を読み出し、送信
部７７を介してレポート表示部１ｇに表示させる。読影医は読み出され表示された複数の
画像の中から読影レポート作成に必要な画像を確認、選択するとともに（ＳＴ３３）、選
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択された参照画像を基に所見を作成する（ＳＴ３４）。
【０１１６】
　作成された所見は、レポートデータベース７３に記憶される（ＳＴ３５）。所見作成記
録部７２は、さらに、選択された参照画像を基に、動画表示される関連画像に必要な画像
を表示画像抽出作成部７６を介して画像データベース７５から抽出し、関連画像を抽出す
る（ＳＴ３６）。なお、ここで画像データベース７５から抽出する際の方法については、
これまで説明してきた方法を採用することができる。また、関連画像が３Ｄ画像である場
合には、関係画像算出部７４において算出された関連表示パラメータを基に３Ｄ画像を生
成することになる。
【０１１７】
　表示画像抽出作成部７６は抽出された関連画像を動画像表示させるためにフォーマット
し（ＳＴ３７）、作成された動画表示可能な関連画像を画像データベース７５へと記憶さ
せる（ＳＴ３８）。なお、記憶される関連画像は、対応する所見及び参照画像と関連付け
られて記憶されるのはもちろんである。また、ここでは画像データベース７５へ記憶させ
るように示しているが、例えば、医療機関内に構築されているシステムを構成する、例え
ば読影レポートサーバ等にまとめて記憶させておくことも可能である。
【０１１８】
　このように読影レポート作成装置６０で所見、参照画像のみならず関連付けられる関連
画像まで作成しておくことで、読影レポートを見る診察医は、自身が利用する読影レポー
ト表示装置の性能を気にすることなく読影レポートを見ることができる。
【０１１９】
　従って、読影レポートに表示される所見及び、当該所見に直接関連づけられている参照
画像の他、当該所見に関連する３Ｄ画像を生成して像表示させることによって、読影レポ
ートを利用する診察医に対して所見に関係する画像を適宜見やすく表示させることができ
、診察医の理解の向上を図りつつ簡易な操作性を実現することで診察効率の向上を図るこ
とができる読影レポート作成装置を提供することができる。
【０１２０】
　この発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施の形態に開示さ
れている複数の構成要素を適宜組み合わせることにより種々の発明を形成できる。例えば
、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異な
る実施の形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　　読影レポート表示装置
１ｇ　　レポート表示部
１０　　レポート抽出部
１１　　受信部
１２　　レポート選択部
１３　　レポートデータベース
１４　　表示所見抽出部
１５　　関係画像算出部
１６　　画像データベース
１７　　表示画像抽出部
１８　　送信部
１９　　所見選択部
３０　　レポート抽出部
４０　　レポート抽出部
５１　　所見強調判定部
５２　　画像データベース
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５３　　表示画像生成部
６０　　読影レポート作成装置
７０　　レポート作成部
７１　　受信部
７２　　所見作成記録部
７３　　レポートデータベース
７４　　関係画像算出部
７５　　画像データベース
７６　　表示画像抽出作成部
７７　　送信部
　Ｒ　　読影レポート（検査報告書）

【図１】 【図２】
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